
建 設 部 建 設 整 備 課

津 市

　　委 託 仕 様 は 特 記 以 外 は 業 務 委 託 共 通 仕 様 書（ 三 重 県 ）及 び 業 務 委 託 監 督 員 の 指 示 に よ る 。

若宮２号橋及び東俣谷３号橋橋梁修繕詳細設計業務委託設計書

建 整 橋 維 補 第 １ － ３ 号

令 和 ３ 年 度

前　　金 部　分　払

有 ― 回
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橋

業 務 の 大 要

橋梁補修設計 2

長 ― 巾 ―

履行期間 令和　５年　１月３１日限り

設 計 額
設 計 者

（うち消費税等相当額 ）

委 託 名 若宮２号橋及び東俣谷３号橋橋梁修繕詳細設計業務委託
担当主幹

担当副主幹

委託場所 津市美杉町八知及び美杉町川上地内
参事（兼）課長

検 算 者

令和３年度 建整橋維補 第１－３号 業 務 委 託 設 計 書
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位 　置　図
  　若宮２号橋及び東俣谷３号橋橋梁修繕詳細設計業務委託

  　令和３年度建整橋維補第１－３号

業務箇所

若宮２号橋

津市美杉庁舎
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  　令和３年度建整橋維補第１－３号

  　若宮２号橋及び東俣谷３号橋橋梁修繕詳細設計業務委託
位 　置　図

業務箇所

東俣谷３号橋

護摩山

しげん山

飯高町田引

飯高町粟野
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業務数量総括表

式

今回数量

橋

        1

　　　設計計画

当初

業務数量総括表

        1

        1

　　　
既存設計図書無

令和３年度建整橋維補第１－３号                              

橋梁設計

        1

業務名

設計計算有　既存設計図書無

        1

　　　高欄・防護柵取替え設計

　　　

項目・工種・種別・細別

　　　
        1

式

504-201c000-00292-41(0)

　橋梁補修設計

項　目

橋

土木設計業務

既存図面無

　　　現地調査・形状寸法計測

　　橋梁補修設計(1)

　　　鋼橋塗装塗替え設計

橋

摘要

津市

　　若宮２号橋

橋梁設計

　　　鋼橋補修設計

        1

　　　

業　種

　　　

        1

若宮２号橋及び東俣谷３号橋橋梁修繕詳細設計業務委託

前回数量

式

　

橋

橋

数量増減単位規格
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今回数量

        1

　　東俣谷３号橋

当初

業務数量総括表

        1

        1

　　　

令和３年度建整橋維補第１－３号                              

　　橋梁補修設計(2)

　　　伸縮装置取替え設計(1)

既存設計図書無　基本構造物

        1

業務名

        1

　　　鋼橋補修設計

基

既存図面無

項目・工種・種別・細別

        1

504-201c000-00292-41(0)

　　　A1

　　　支承取替え設計(2)
支承線

　　　

項　目

土木設計業務

橋

摘要

津市

橋梁設計

　　　設計計画

既存設計図書無　　　現地調査・形状寸法計測

橋

設計計算有　既存設計図書無

        1

既存設計図書無　類似構造物

　　　

業　種

　　　A2

　　　

        1

若宮２号橋及び東俣谷３号橋橋梁修繕詳細設計業務委託

前回数量

式

　　　鋼橋塗装塗替え設計

　　　A1

橋

　　　支承取替え設計(1)

設計計算無　基本構造物、常時

数量増減

橋

支承線

単位規格
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式

　　　打合せ

　直接経費

当初

業務数量総括表

        1

　　　

令和３年度建整橋維補第１－３号                              業務名

　

項目・工種・種別・細別

　　　A2

        1

式

504-201c000-00292-41(0)

式

基

津市

        1

　

        1

数量増減単位規格 今回数量

        1

　共通（設計業務）

        1

        1

設計計算無　類似構造物、常時

        1

共通

式

　　　伸縮装置取替え設計(2)

　　

初回・中間２回・最終

項　目

土木設計業務

　　

式

摘要

橋梁設計

　　直接経費

　　打合せ等

業　種

業務

若宮２号橋及び東俣谷３号橋橋梁修繕詳細設計業務委託

前回数量

式

直接経費
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　　電子成果品作成費

当初

業務数量総括表

式

        1

橋長L=2m以上～15m未満

令和３年度建整橋維補第１－３号                              業務名

項目・工種・種別・細別

　　　
        1

　　　鉄筋探査

式

504-201c000-00292-41(0)

橋

津市

　　　電子成果品作成費（設計）

        1

        1

　　　調査経費

交通誘導警備員B

日

数量増減単位

　　　若宮２号橋

　　　点検車運転経費

規格

　　　

今回数量

　　

        1

橋梁点検車

　　機械経費

        1

　　

        1

　　　若宮２号橋

式

項　目

土木設計業務

　　安全費
式

m2

摘要

直接経費

　　　

業　種

若宮２号橋及び東俣谷３号橋橋梁修繕詳細設計業務委託

前回数量

式

        2

　　　交通誘導警備員費
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式

消費税相当額

当初

業務数量総括表

式

その他原価

        1

令和３年度建整橋維補第１－３号                              設計業務業務名

直接原価
項目・工種・種別・細別

式

504-201c000-00292-41(0)

式

津市

業務原価

一般管理費等

        1

        1

式

数量増減単位

設計業務価格

規格 今回数量

        1

        1

        1

        1

業務費計

式

項　目 直接原価

式

摘要

業　種

若宮２号橋及び東俣谷３号橋橋梁修繕詳細設計業務委託

前回数量
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:

令和３年度建整橋維補第１－３号

若宮２号橋及び東俣谷３号橋橋梁修繕詳細設計業務委託

数　量　総　括　表

ﾚﾍﾞﾙ1 橋梁設計
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橋梁設計 式 1

橋梁補修設計 式 1

橋梁補修設計(1) 式 1 若宮2号橋

設計計画 橋 1

現地調査・形状寸法計測 既存設計図書無 橋 1

設計計算有

鋼橋補修設計 既存設計図書無 橋 1

鋼橋塗装塗替え設計 既存図面無 橋 1

高欄・防護柵

取替え設計 橋 1

橋梁補修設計(2) 式 1 東俣谷3号橋

設計計画 橋 1

現地調査・形状寸法計測 既存設計図書無 橋 1

設計計算有

鋼橋補修設計 既存設計図書無 橋 1

鋼橋塗装塗替え設計 既存図面無 橋 1

既存設計図書無

支承取替え設計(1) 基本構造物 支承線 1 A1

既存設計図書無

支承取替え設計(2) 類似構造物 支承線 1 A2

数量 摘要

工　　事　　数　　量　　総　　括　　表

ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5
単位

（工事区分） (工種) (種別) (細別) (規格)

11



(細別) (規格)
数量 摘要

工　　事　　数　　量　　総　　括　　表

ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5
単位

（工事区分） (工種) (種別)

設計計算無

伸縮装置取替え設計(1) 基本構造物、常時 基 1 A1

設計計算無

伸縮装置取替え設計(2) 類似構造物、常時 基 1 A2

共通 式 1

共通（設計業務） 式 1

打合せ等 式 1

初回・ 終

打合せ 中間2回 業務 1

直接経費 式 1

直接経費 式 1

直接経費 式 1

調査経費 橋長L=2ｍ以上～15ｍ未満 橋 2

鉄筋探査 m2 1 若宮2号橋

電子成果品作成費 式 1

電子成果品作成費（設計） 式 1

機械経費 式 1

点検車運転経費 橋梁点検車 日 1 若宮2号橋
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単位
（工事区分） (工種) (種別) (細別) (規格)

数量 摘要

工　　事　　数　　量　　総　　括　　表

ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5

安全費 式 1

交通誘導警備員費 交通誘導警備員B 式 1
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地域 緯度 橋梁名 路線名 橋長

橋梁一覧表

全幅 上部工使用材料 径間数経度

美杉 34°33′20.47″ 若宮２号橋 八知下之川線 Ｌ＝8.0ｍ Ｗ＝5.8ｍ136°16′15.33″

美杉 34°27′12.58″ 東俣谷３号橋 平倉東俣線 Ｌ＝8.0ｍ Ｗ＝2.4ｍ136°14′49.5″ 

架設年次

1967年

1968年

鋼橋 1

鋼橋 1
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特
記
仕
様
書
（

設
計
業
務
条
件
一
覧
表
）

№
1

ア
適

用
図

書
☑☑

部
分

改
定

を
行

っ
た

内
容

も
含

む
（

最
新

改
定

　
　

年
　

　
月

）

☑
部

分
改

定
を

行
っ

た
内

容
も

含
む

（
最

新
改

定
令

和
３

年
７

月
）

□

イ
業

務
計

画
等

☑
日

以
内

に
業

務
計

画
書

（
工

程
表

）
を

監
督

員
に

提
出

す
る

。

☑☑□

ウ
成

果
の

提
出

☑☑
☑

□
（

　
）

部
）

と
す

る
。

□☑☑

エ
工

程
関

係
□□

関
係

機
関

と
の

協
議

の
必

要
あ

り
（

別
途

資
料

作
成

必
要

あ
り

）

□

オ
□

☑
下

記
の

い
ず

れ
か

の
者

）
と

す
る

。

☑
技

術
士

（
　☑

部
門

科
目

、
□

部
門

、

□
部

門
・

科
目

を
問

わ
な

い
）

☑☑

（
☑

部
門

、
□

部
門

を
問

わ
な

い
）

□

☑□

そ
の

他
（

成
果

品
の

取
り

ま
と

め
に

つ
い

て
、

監
督

員
と

調
整

す
る

こ
と

。
 
 
）

業
務

完
了

の
1
0
日

前
ま

で
に

数
量

報
告

書
（

工
種

、
設

計
数

量
、

実
施

数
量

等
を

記
載

）
を

監
督

員
に

提
出

す
る

。

別
途

業
務

と
の

工
程

調
整

の
必

要
あ

り

（
別

途
業

務
名

：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

明
示

項
目

明
示

事
項

（
条

件
及

び
内

容
）

設
計

業
務

等
委

託
契

約
書

設
計

業
務

等
共

通
仕

様
書

（
三

重
県

）
【

令
和

３
年

1
1
月

制
定

】

三
重

県
公

共
工

事
共

通
仕

様
書

（
三

重
県

）
【

令
和

２
年

８
月

制
定

】

業
務

日
報

は
、

監
督

員
が

提
出

を
要

求
し

た
と

き
す

み
や

か
に

提
出

す
る

。

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

契
約

締
結

後
　

　
　14

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

指
示

す
る

期
日

ま
で

に
提

出
す

る
成

果
物

あ
り

。
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

検
査

用
と

し
て

成
果

物
の

印
刷

物
（

Ａ
４

版
簡

易
フ

ァ
イ

ル
、

年
度

・
委

託
名

・
完

成
年

月
・

受
発

注
者

名
を

明
示

、
図

面
は

袋
と

じ
）

を
１

部
提

出
す

る
。

本
業

務
に

お
け

る
成

果
物

の
提

出
部

数
は

、
（

３
部

　

電
子

記
憶

媒
体

で
提

出
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

そ
の

仕
様

等
に

つ
い

て
は

三
重

県
Ｃ

Ａ
Ｌ

Ｓ
電

子
納

品
運

用
マ

ニ
ュ

ア
ル

【
令

和
３

年
７

月
改

訂
】

に
よ

る
も

の
と

す
る

。

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

建
設

鋼
構

造
及

び
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

　
　

　
　

　
　

　
　

管
理

技
術

者
の

そ
の

他
要

件

配
置

予
定

技
術

者
届

出
書

に
記

載
し

た
技

術
者

を
契

約
時

に
配

置
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

鋼
構

造
及

び
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

管
理

技
術

者
の

要
件

管
理

技
術

者
は

、
（

下
記

の
者

Ｒ
Ｃ

Ｃ
Ｍ

の
資

格
保

持
者

上
記

の
技

術
士

と
同

等
の

能
力

と
経

験
を

有
す

る
技

術
者

（
技

術
管

理
者

）

受
注

者
の

責
任

に
お

い
て

定
め

た
、

業
務

の
履

行
に

必
要

な
知

識
と

経
験

を
有

す
る

者

（
注

）
１

．
上

記
受

託
業

務
事

項
・

条
件

及
び

内
容

の
レ

印
該

当
欄

は
、

作
業

に
当

た
っ

て
制

約
を

受
け

る
事

と
な

る
の

で
明

　
　

示
す

る
。

２
．

明
示

事
項

に
変

更
が

生
じ

た
場

合
及

び
明

示
さ

れ
て

い
な

い
制

約
等

が
発

生
し

た
と

き
は

、
発

注
者

と
別

途
協

議
　

　
し

、
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

３
．

別
途

協
議

と
は

、
設

計
・

現
場

説
明

又
は

作
業

打
合

せ
等

に
よ

り
協

議
す

る
も

の
と

す
る

。
津
 
 
 
 
 
 
 
市

令
和
3
年

1
1
月
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特
記
仕
様
書
（

設
計
業
務
条
件
一
覧
表
）

№
2

明
示

項
目

明
示

事
項

（
条

件
及

び
内

容
）

カ
照

査
技

術
者

☑□照
査

技
術

者
は

、
（

　
□

☑
下

記
の

い
ず

れ
か

の
者

）
と

す
る

。

☑
技

術
士

（
　☑

部
門

科
目

、
□

部
門

、

□
部

門
・

科
目

を
問

わ
な

い
）

☑☑

（
☑

部
門

、
□

部
門

を
問

わ
な

い
）

□□

照
査

の
実

施
☑

☑☑

キ
打

合
せ

等
☑☑

中
間

打
合

せ
回

数
は

　
　

回
と

す
る

。

☑☑
☑

□
回

☑と
す

る
。

ク
資

料
の

貸
与

☑

鋼
構

造
及

び
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

（
・

令
和

２
年

度
建

整
橋

維
担

補
第

１
－

１
３

号
橋

梁
定

期
点

検
業

務
委

託
（

そ
の

８
）

・
令

和
２

年
度

建
整

橋
維

担
補

第
１

－
１

４
号

橋
梁

定
期

点
検

業
務

委
託

（
そ

の
９

）
） 次

の
業

務
に

は
、

照
査

技
術

者
を

定
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

概
略

・
予

備
・

詳
細

設
計

等
に

つ
い

て
は

、
照

査
技

術
者

を
定

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

発
注

者
の

貸
与

す
る

資
料

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。

　
（

 
 
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

成
果

物
納

入
時

（
成

果
物

案
の

打
合

せ
時

を
含

む
）

）
の

打
合

せ
に

出
席

す
る

も
の

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 
 
 
 
 
 
）

照
査

は
下

記
も

含
め

て
実

施
し

、
こ

れ
に

基
づ

い
て

作
成

し
た

資
料

は
照

査
報

告
書

に
含

め
て

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

詳
細

設
計

照
査

要
領

（
国

土
交

通
省

大
臣

官
房

技
術

調
査

課
監

修
（

平
成

2
9
年

3
月

版
）
）

建
設

鋼
構

造
及

び
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

　
　

　
　

　
　

　
　

照
査

技
術

者
の

要
件

上
記

の
技

術
士

と
同

等
の

能
力

と
経

験
を

有
す

る
技

術
者

（
技

術
管

理
者

）

受
注

者
の

責
任

に
お

い
て

定
め

た
、

業
務

の
履

行
に

必
要

な
知

識
と

経
験

を
有

す
る

者 Ｒ
Ｃ

Ｃ
Ｍ

の
資

格
保

持
者

設
計

業
務

着
手

時
照

査
技

術
者

に
つ

い
て

は
（

中
間

打
合

せ

2

設
計

業
務

等
着

手
時

及
び

成
果

物
納

入
時

（
成

果
物

案
の

打
合

せ
時

を
含

む
）

及
び

設
計

図
書

で
定

め
る

業
務

の
区

切
り

に
お

け
る

打
合

せ
に

は
、

管
理

技
術

者
が

出
席

す
る

も
の

と
す

る
。

中
間

打
合

せ
に

つ
い

て
は

、
管

理
技

術
者

が
出

席
す

る
も

の
と

す
る

。

下
記

の
者

そ
の

他
（

P
C
B
含

有
塗

膜
の

除
去

 
）

（
注

）
１

．
上

記
受

託
業

務
事

項
・

条
件

及
び

内
容

の
レ

印
該

当
欄

は
、

作
業

に
当

た
っ

て
制

約
を

受
け

る
事

と
な

る
の

で
明

　
　

示
す

る
。

２
．

明
示

事
項

に
変

更
が

生
じ

た
場

合
及

び
明

示
さ

れ
て

い
な

い
制

約
等

が
発

生
し

た
と

き
は

、
発

注
者

と
別

途
協

議
　

　
し

、
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

３
．

別
途

協
議

と
は

、
設

計
・

現
場

説
明

又
は

作
業

打
合

せ
等

に
よ

り
協

議
す

る
も

の
と

す
る

。
津
 
 
 
 
 
 
 
市

令
和
3
年

1
1
月
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特
記
仕
様
書
（

設
計
業
務
条
件
一
覧
表
）

№
3

明
示

項
目

明
示

事
項

（
条

件
及

び
内

容
）

ケ
業

務
条

件
□☑

コ
そ

の
他

☑☑☑
P
C
B
含

有
塗

膜
の

除
去

に
つ

い
て

検
討

す
る

も
の

と
す

る
。

☑

設
計

に
採

用
す

る
材

料
等

に
つ

い
て

、
「

三
重

県
リ

サ
イ

ク
ル

製
品

利
用

推
進

条
例

」
に

基
づ

く
認

定
リ

サ
イ

ク
ル

製
品

に
該

当
す

る
材

料
等

が
あ

る
場

合
は

、
採

用
を

検
討

す
る

こ
と

。
検

討
し

た
結

果
、

該
当

す
る

材
料

等
に

つ
い

て
は

、
監

督
員

と
協

議
の

う
え

、
成

果
物

（
設

計
図

面
、

数
量

計
算

書
等

）
の

使
用

材
料

を
表

示
す

る
欄

に
「

認
定

リ
サ

イ
ク

ル
製

品
」

と
記

載
す

る
こ

と
。

成
果

物
の

中
で

他
の

文
献

、
資

料
等

を
引

用
し

た
場

合
出

典
名

を
報

告
書

に
明

記
す

る
こ

と
。

業
務

条
件

は
下

記
の

と
お

り
と

す
る

。

設
計

に
あ

た
り

、
N
E
T
I
S
を

参
照

に
修

繕
措

置
に

お
け

る
新

技
術

採
用

の
可

否
に

つ
い

て
検

討
し

、
と

り
ま

と
め

る
こ

と
。

電
子

メ
ー

ル
を

活
用

し
た

情
報

共
有

を
行

う
場

合
は

予
め

打
合

簿
に

て
監

督
員

に
報

告
を

行
う

こ
と

。
実

施
方

法
に

つ
い

て
は

監
督

員
の

指
示

に
よ

る
も

の
と

す
る

。

（
注

）
１

．
上

記
受

託
業

務
事

項
・

条
件

及
び

内
容

の
レ

印
該

当
欄

は
、

作
業

に
当

た
っ

て
制

約
を

受
け

る
事

と
な

る
の

で
明

　
　

示
す

る
。

２
．

明
示

事
項

に
変

更
が

生
じ

た
場

合
及

び
明

示
さ

れ
て

い
な

い
制

約
等

が
発

生
し

た
と

き
は

、
発

注
者

と
別

途
協

議
　

　
し

、
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

３
．

別
途

協
議

と
は

、
設

計
・

現
場

説
明

又
は

作
業

打
合

せ
等

に
よ

り
協

議
す

る
も

の
と

す
る

。
津
 
 
 
 
 
 
 
市

令
和
3
年

1
1
月
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前
⾦
⽀
払
い
に
関
す
る
事
項

 
請
負
代
⾦
の
額
が
130万

以
上
の
契
約
に
お
い
て
、
受
注
者
が
公
共
⼯
事
の
前

払
⾦
保
証
事
業
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
保
証
事
業
会
社
の
保
証
を
明
⽰
し
た

場
合
で
、
市
が
必
要
と
認
め
た
と
き
に
は
、
契
約
額
の
10分

の
3以

内
で
、
か
つ

当
該
⽀
出
予
算
の
範
囲
内
で
前
払
い
す
る
も
の
と
す
る
。

18



特
記
事
項

条
件

等
及

び
内

容

暴
力
団

等
の
不
当
介
入

の
排
除
等

　
本

市
が
締

結
す

る
契

約
等

か
ら
の
暴

力
団

、
暴

力
団

関
係

者
、
暴

力
団

関
係

法
人

等
（
以

下
「
暴

力
団

等
」
と
い
う
。
）
の
不

当
介

入
を
排

除
し
、
契

約
等

の
適

正
な
履

行
を
確

保
す

る
こ
と
に
関

し
、
必

要
な
事

項
を
定

め
る
。

　
な
お

、
下

記
の
内

容
に
お

け
る
用

語
は
、
津

市
の
締

結
す

る
契

約
等

か
ら
の
暴

力
団

等
排

除
措

置
要

綱
（
平

成
２
７
年

津
市
訓
第
７
６
号
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用

語
の
例

に
よ
る
。

１
　
受
注
者
等
の
義
務

　
⑴

　
本

市
の
契

約
等

の
相

手
方

及
び

下
請

負
人

等
（
以

下
「
受

注
者

等
」
と
い
う
。
）
は
、
暴

力
団

等
と
認

め
ら
れ

　
　
る
下
請
負
人
等
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
⑵
　
受
注
者
等
は
、
暴
力
団
等
と
認
め
ら
れ
る
資
材
販
売
業
者
か
ら
資
材
等
を
購
入
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
⑶

　
受

注
者

等
は
、
暴

力
団

等
と
認

め
ら
れ
る
廃

棄
物

処
理

業
者

が
有

す
る
廃

棄
物

処
理

施
設

及
び

廃
棄

物
　
　
処
理
業
者
等
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
⑷

　
受

注
者

は
、
本

市
と
締

結
し
た
契

約
等

の
履

行
に
当

た
り
、
受

注
者

等
が
暴

力
団

等
に
よ
る
不

当
介

入
を

　
　
受
け
た
と
き
は
、
断
固
と
し
て
こ
れ
を
拒
否
し
、
直
ち
に
本
市
に
文
書
に
て
報
告
す
る
と
と
も
に
所
轄
の
警
察
署

　
　
に
通
報
し
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
っ
た

　
　
と
き
、
受
注
者
は
速
や
か
に
本
市
に
文
書
に
て
そ
の
内
容
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
な
お
、
受
注
者
等
が
不
当
介
入
を
受
け
た
こ
と
を
理
由
に
契
約
期
間
の
延
長
等
の
措
置
が
必
要
と
な
っ
た
と

　
　
き
、
受

注
者

は
本

市
に
契

約
期

間
の
延

長
等

を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
入

札
参

加
資

格
者

等
及

び
受

注
者

等
に
対

す
る
措

置
　
　
入

札
参

加
資

格
者

等
又

は
そ
の
役

員
等

が
暴

力
団

等
と
認

め
ら
れ
る
と
き
、
暴

力
団

等
と
密

接
な
関

係
を
有

　
し
て
い
る
と
認

め
ら
れ
る
と
き
な
ど
は
、
当

該
入

札
参

加
資

格
者

等
に
対

し
、
津

市
建

設
工

事
等

指
名

停
止

基
　
準

（
平

成
２
１
年

４
月

８
日

施
行

）
に
基

づ
く
指

名
停

止
措

置
を
講

じ
る
も
の
と
す

る
。

　
　
ま
た
、
上

記
１
の
義

務
に
違

反
し
た
受

注
者

等
に
対

し
て
も
、
同

様
に
指

名
停

止
措

置
を
講

じ
る
も
の
と
す

る
。

３
　
契
約
等
の
解
除

　
　
上

記
の
暴

力
団

等
と
認

め
ら
れ
る
と
き
な
ど
に
よ
り
指

名
停

止
措

置
が
講

じ
ら
れ
た
入

札
参

加
資

格
者

等
と
の

　
契

約
等

に
つ

い
て
は
、
こ
れ
を
解

除
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

配
慮
依
頼
事
項

　
本
契
約
を
履
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、
下
記
の
こ
と
に
つ
い
て
御
配
慮
願
い
ま
す
。

　
な
お

、
本

事
項

は
、
受

注
者

の
自

由
な
協

力
を
お

願
い
す

る
も
の
で
あ
り
、
受

注
者

が
下

記
の
内

容
に
応

じ
な
か
っ
た
場

合
に
、
受
注
者
に
対
し
て
、
不
利
益
を
課
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

１
　
下
請
契
約
又
は
再
委
託
（
一
次
下
請
以
降
の
す
べ
て
の
下
請
負
人
又
は
再
委
託
者
を
含
む
。
）
が
認
め
ら
れ

　
た
契
約
に
あ
っ
て
は
、
下
請
契
約
又
は
再
委
託
等
に
お
い
て
市
内
本
店
事
業
者
を
活
用
す
る
こ
と
。

２
　
資

材
、
原

材
料

等
の
調

達
が
必

要
と
な
る
場

合
は
、
市

内
本

店
事

業
者

か
ら
調

達
す

る
こ
と
及

び
地

元
製

　
品
、
地

元
生

産
品

を
使

用
す

る
こ
と
。

３
　
建

設
機

械
、
機

器
等

の
借

入
れ
が
必

要
と
な
る
場

合
は
、
市

内
本

店
事

業
者

か
ら
借

入
れ
す

る
こ
と
。

４
　
業

務
従

事
者

等
の
使

用
人

等
が
必

要
と
な
る
場

合
は
、
使

用
人

等
に
市

民
を
活

用
す

る
こ
と
。

津
市
公
契
約
条
例

　
本
市
が
締
結
す
る
公
契
約
に
お
い
て
、
労
働
者
の
労
働
環
境
の
確
保
、
優
良
な
事
業
者
の
育
成
及
び
地
域
経
済
の
健
全

な
発

展
を
図

る
こ
と
に
関

し
、
必

要
な
事

項
を
定

め
る
。

　
な
お

、
下

記
の
内

容
に
お

け
る
用

語
は
、
津

市
公

契
約

条
例

（
津

市
条

例
第

２
２
号

）
（
以

下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
に
お

い
て

使
用

す
る
用

語
の
例

に
よ
る
。

１
　
受
注
者
等
の
責
務

　
⑴
　
関
係
法
令
及
び
条
例
の
規
定
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⑵
　
受
注
者
等
は
、
労
働
者
の
適
正
な
労
働
環
境
の
確
保
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⑶

　
受

注
者

等
は
、
労

働
者

と
対

等
な
労

使
関

係
を
構

築
す

る
と
と
も
に
、
下

請
契

約
等

を
締

結
し
よ
う
と
す

る
と

　
　
き
は
、
下
請
契
約
等
の
相
手
方
と
対
等
な
立
場
に
お
け
る
合
意
に
基
づ
い
た
適
正
な
契
約
を
行
わ
な
け
れ
ば

　
　
な
ら
な
い
。

　
⑷

　
受

注
者

等
は
、
下

請
契

約
等

の
相

手
方

を
選

定
す

る
と
き
、
又

は
資

材
等

を
調

達
す

る
と
き
は
、
地

域
経

　
　
済

の
発

展
に
配

慮
し
、
本

市
の
区

域
内

に
主

た
る
事

務
所

を
有

す
る
事

業
者

又
は
本

市
の
区

域
内

で
生

産
　
　
さ
れ
た
資
材
等
を
活
用
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⑸
　
受
注
者
等
は
、
公
契
約
に
携
わ
る
者
と
し
て
、
社
会
的
な
責
任
を
自
覚
し
、
公
契
約
を
適
正
に
履
行
し
な
け

　
　
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⑹

　
受

注
者

等
は
、
条

例
第

７
条

第
１
項

の
規

定
に
基

づ
き
市

長
又

は
上

下
水

道
事

業
管

理
者

（
以

下
「
市

長
　
　
等

」
と
い
う
。
）
が
行

う
報

告
の
求

め
及

び
立

入
検

査
そ
の
他

本
市

が
実

施
す

る
公

契
約

に
関

す
る
施

策
に
協

　
　
力

し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
　
公
契
約
の
解
除
等

　
　
市

長
等

は
、
受

注
者

等
が
次

の
各

号
の
い
ず

れ
か
に
該

当
す

る
と
き
は
、
当

該
公

契
約

の
解

除
、
受

注
者

等
　
の
指

名
停

止
等

必
要

な
措

置
を
採

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
⑴

　
条

例
第

７
条

第
１
項

の
規

定
に
よ
る
報

告
を
怠

り
、
若

し
く
は
虚

偽
の
報

告
を
し
、
又

は
同

項
の
規

定
に
よ
る

　
　
立
入
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌

避
し
、
若

し
く
は
質

問
に
対

し
て
応

答
せ

ず
、
若

し
く
は
虚

偽
の
回

答
　
　
を
し
た
と
き
。

　
⑵
　
条
例
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
。

　
⑶

　
条

例
第

８
条

第
２
項

の
規

定
に
よ
る
報

告
を
怠

り
、
又

は
虚

偽
の
報

告
を
し
た
と
き
。

　
⑷
　
⑴
か
ら
⑶

に
掲

げ
る
も
の
の
ほ
か
、
条

例
の
規

定
に
違

反
し
た
と
き
。

　
⑸

　
特

定
公

契
約

に
あ
っ
て
は
、
「
労

働
環

境
の
確

保
に
係

る
誓

約
事

項
」
に
違

反
し
た
と
き
。

特
記
仕
様
書
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特
記
事
項

条
件

等
及

び
内

容

特
記
仕
様
書

労
働
環

境
の
確
保
に
係

る
誓

約
事

項
　
津

市
公

契
約

条
例

（
以

下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
第

６
条

の
規

定
に
よ
り
、
下

記
の
内

容
に
つ

い
て
了

承
し
、
遵

守
す

る
こ
と
を
誓

約
し
ま
す

。
　
ま
た
、
誓

約
内

容
に
違

反
が
あ
っ
た
場

合
等

に
お

け
る
関

係
機

関
へ

の
通

報
、
指

名
停

止
、
契

約
解

除
及

び
違

約
金

徴
収

に
つ

い
て
異

議
は
あ
り
ま
せ

ん
。

１
　
津
市
公
契
約
条
例
施
行
規
則

第
８
条

に
掲

げ
る
関

係
法

令
（
次

項
に
お

い
て
単

に
「
関

係
法

令
」
と
い
う
。
）

　
を
遵

守
す

る
こ
と
。

２
　
関

係
法

令
に
違

反
し
、
関

係
機

関
か
ら
是

正
勧

告
等

が
あ
っ
た
場

合
は
、
津

市
長

又
は
津

市
上

下
水

道
事

　
業

管
理

者
（
以

下
「
市

長
等

」
と
い
う
。
）
へ

報
告

す
る
こ
と
。

３
　
条

例
第

７
条

第
１
項

の
規

定
に
よ
る
報

告
の
求

め
及

び
立

入
検

査
に
対

し
、
誠

実
に
対

応
す

る
こ
と
。

４
　
労
働
者
が
条
例
第
９
条
第
１
項

の
規

定
に
よ
る
申

出
を
し
た
こ
と
を
理

由
に
、
当

該
労

働
者

に
対

し
、
解

雇
そ

　
の
他
の
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
な
い
こ
と
。

５
　
労
働
者
に
対
し
、
条
例
の
内
容
に
つ
い
て
周
知
を
行
う
こ
と
。

６
　
労

働
者

の
賃

金
水

準
の
引

上
げ
に
関

す
る
措

置
が
講

じ
ら
れ
る
場

合
は
、
下

請
契

約
等

の
請

負
契

約
金

額
　
の
見
直
し
、
労
働
者
の
賃
金
の
引
上
げ
等
に
つ
い
て
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
。

７
　
市

長
等

が
行

う
施

策
に
協

力
す

る
こ
と
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
拡
大
防
止
措
置

等

　
本

業
務

に
お

け
る
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症

の
拡

大
防

止
措

置
等

に
つ

い
て
は
、
下

記
の
と
お

り
徹

底
を
図
る
も
の
と

す
る
。

１
　
業

務
の
円

滑
な
履

行
確

保
を
図

る
観

点
か
ら
、
業

務
の
現

場
等

の
み

な
ら
ず

関
係

す
る
会

社
・
事

務
所

等
も

　
含
め
、
現
場
状
況
な
ど
を
勘
案
し
つ

つ
、
ア
ル
コ
ー

ル
消

毒
液

の
設

置
や

不
特

定
の
者

が
触

れ
る
箇

所
の
定

　
期
的
な
消
毒
、
手
洗
い
・
う
が
い
な
ど
、
感
染
予
防
の
対
応
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
す
べ
て
の
作
業
従
事
者
等

　
の
健

康
管

理
に
留

意
す

る
こ
と
。

２
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
つ
い
て
は
、
特
に
、
①
密
閉
空
間
、
②
密
集
場
所
、
③
密
接
場
面
と
い
う

　
３
つ
の
条
件
（
以
下
「
三
つ
の
密

」
と
い
う
。
）
が
同

時
に
重

な
る
場

で
は
、
感

染
を
拡

大
す

る
リ
ス
ク
が
高

い
こ
と

　
か
ら
、
事

務
所

等
に
お

け
る
各

種
の
打

合
せ

、
更

衣
室

等
に
お

け
る
着

替
え
や

食
事

・
休

憩
な
ど
、
多

人
数

が
　
集
ま
る
場
面
や
密
室
・
密
閉
空
間
に
お
け
る
作
業
な
ど
に
お
い
て
は
、
他
の
作
業
従
事
者
と
一
定
の
距
離
を
保

　
つ

こ
と
や

作
業

場
所

の
換

気
の
励

行
な
ど
、
三

つ
の
密

の
回

避
や

影
響

を
緩

和
す

る
た
め
の
対

策
に
万

全
を

　
期
す
こ
と
。

３
　
感

染
拡

大
防

止
対

策
を
実

施
す

る
た
め
に
追

加
で
費

用
を
要

す
る
場

合
は
、
設

計
変

更
の
対

象
と
す

る
た

　
め
、
監
督
員
と
協
議
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
感
染
防
止
対
策
に
つ
い
て
業
務
計
画
書
に
記
載
し
た
上
で
履
行
す

　
る
こ
と
を
前

提
と
す

る
。

４
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感

染
拡

大
防

止
の
た
め
、
「
業

務
の
一

時
中

止
や

履
行

期
間

の
延

長
」
が

　
必
要
な
場
合
に
は
、
監
督
員
と
協
議

を
行

う
こ
と
。

５
　
作
業
従
事
者
等
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症

の
感

染
者

及
び

濃
厚

接
触

者
（
以

下
「
感

染
者

等
」
と
い

　
う
。
）
で
あ
る
こ
と
が
判

明
し
た
場

合
は
、
速

や
か
に
監

督
員

に
報

告
す

る
こ
と
。
ま
た
、
保

健
所

等
の
指

導
に
従

　
い
、
感

染
者

等
の
自

宅
待

機
な
ど
の
適

切
な
措

置
を
講

じ
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
感
染
者
等
で
あ
る
こ
と
が
判

明
し
た
場

合
は
、
本

業
務

の
み

な
ら
ず

、
受

注
者

が
本

市
と
契

約
中

の
全

　
て
の
業
務
に
つ
い
て
、
一
時
中
止

の
措

置
を
行

う
場

合
が
あ
る
。

６
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
伴
い
、
受
注
者
又
は
発
注
者
は
、
履
行
条
件
、
履
行
方
法
等
に
変

　
更

の
必

要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
津

市
設

計
業

務
等

委
託

契
約

約
款

第
１
９
条

（
設

計
図

書
等

の
変

更
）

　
の
規
定
に
基
づ
き
、
発
注
者
及
び
受
注
者
が
協
議
し
て
、
こ
れ
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
必

　
要
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
と
き
は
、
履

行
期

間
若

し
く
は
業

務
委

託
料

の
変

更
の
対

象
と
す

る
も
の
と
す
る
。
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